
 福井市では、家族みんなの心がふれあう明るい家庭づくりを推進

するため、「家族ふれあい 絵手紙コンクール」を実施しています。 

今年度は、総数４，１８８点の応募があり、１０月１８日(土)に

福井市地域交流プラザ（アオッサ内）において、表彰式と入賞作品

展示を行いました。その後、福井市立図書館、ショッピングシティ

ベル、福井市役所、福井県ふるさと文学館において展示し、市民へ

の啓発を図りました。 

最 優 秀 賞

福

井
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し る べ 
福井市少年愛護センターだより 

青少年を取り巻く 

インターネットトラブルとは？ 

本事業は、心を込めて書かれた絵

手紙が相手に届くことで完結いたし

ます。応募者みなさんの想いがきっ

と届いたことでしょう・・・ 

優秀作品は、

福井市役所ホ

ームページ

「青少年の健

全育成事業」

に掲載してい

ます。 

入賞作品展示の様子 

誹謗中傷やいじめ → 「デジタルタトゥー」 

個人情報の流出  → 「ストーカー」「詐欺」 

                   「なりすまし」 

出会い          → 「犯罪被害」 

課金            → 「高額請求」 

闇バイト         → 「犯罪に加担」 

など・・・ 

表彰式の

様子 

このような危険から
子どもを守るのは、 
保護者の責務です！ 

・子どものインターネット利用状況を適切に 

把握する 

・フィルタリング等の利用により、子どもの 

インターネット利用を適切に管理する 

・子どもがインターネットを適切に活用する 

能力の習得の促進に努める 

・不適切な利用により、犯罪の被害、いじめ 

等様々な問題が生じることに留意する 

青少年インターネット環境整備法 
第六条（保護者の責務）より一部抜粋 

子どもを守るために、保護者ができること 

 ① 大人が見本となる行動を！ 
    ・スマホ三昧、ながらスマホ、 

     食事中や会話中に画面を見る 

② 子どもの利用状況に興味をもつ！ 
   ・どんな動画を見ている？ 

   ・どんなゲームをしている？ 

   ・どれだけの時間使っている？ 

 ☆  ペアレンタルコントロールの 

活用 

☆ 家庭のルール作り 

 

（参考）デジタル社会を生きる子どもたちのために
                         福井県教育委員会 

日頃から会話を大切にし、 

成長に合わせてルールの 

見直しをしていきましょう！ 



 

 
 

  
 

  

 
 

 
 

 

 

 

    
 

 
 

令和７年７月２６日、夏休みの初めに、ショッピングシティベルにおいて、福井市補導員連絡協議会主催、

福井南警察署少年警察協助員会共催、福井市教育委員会後援で、非行防止展を開催し、多くの方にご参加

いただきました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

メール相談 
yanteresoudan＠city.fukui.lg.jp 

お気軽にご相談ください  

～子どもたちの健やかな成長を応援します～ 

学校のこと 

友達のこと 

将来のこと 

お家のこと 

ｲﾝﾀー ﾈｯﾄのこと 

～非行防止展「自転車利用のルールなど」～ 

  

 
◇ 高校生がベンチに座っていたので、早く帰宅するよう伝えたところ、笑顔で返してくれました。 
 

◇ 体操服姿の高校生に「進路を決めているの？」と声をかけたところ、看護師や教員になりたい

と、はきはきした口調で気持ちのよい答えが返ってきて、うれしい気持ちになりました。 

 

◇ 自転車押し歩き区域で高校生に声をかけたら、すぐに自転車からおりて、押して歩いていってく

れました。 

街頭補導日誌より 
～子どもたちに愛の声かけをしています～ 

【２０２６年４月から自転車の反則金制度（青切符）開始】 

 青切符対象…１６歳以上 、 違反行為…１１３種類 

補導  

０１２０-５７
い ー な

-４９７０
よ く な れ

 

ヤングテレホン 

小学生・中学生・高校生の 
ご家族の方からの相談も 
受け付けております。 

月～金 8:30～17:00（土・日・祝日は除く） 
時間外は留守番電話で対応しています 

 

主な違反行為と反則金の例 

●ながらスマホ → 12,000円 ●右側通行 → 6,000円 

●信号無視 → 6,000円    ●一時停止無視 → 5,000円 

●傘さし、イヤホンなど → 5,000円 

●二人乗り → 3,000円    ●並進 → 3,000円 

当日の展示の一部 

自転車を盗まれない

ために、少しの時間で

も施錠、ダブルロック 

不審者対応要領「いかのおすし」 

・知らない人について いか ない 

・知らない人の車に の らない 

・「 た す け て 」 と お おごえでさけぶ 

・そ の ば か ら す ぐにげる 

・お と な の 人 に し らせる 


